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会　　　場時　　　間内　　　　容相談日

市役所会議室９：３０～１１：３０
１３：００～１４：００年 金 相 談８月８日

市 役 所 別 館９：００～１６：００市民定期健康相談８月１１日

市 役 所 別 館９：００～９：３０２ 歳 児 健 康 相 談８月１２日

市役所会議室１０：００～１５：００市 民 相 談
８月１３日

市役所会議室１０：００～１５：００消 費 生 活 相 談

商 工 会 議 所９：３０～１１：３０
１３：００～１４：００年 金 相 談８月２２日

市 役 所 別 館９：００～１６：００市民定期健康相談
８月２５日

市役所会議室１０：００～１５：００消 費 生 活 相 談

市役所会議室１０：００～１５：００市 民 相 談
８月２７日

市役所会議室１０：００～１５：００特 設 人 権 相 談

市役所会議室１０：００～１５：００消 費 生 活 相 談９月３日

���������

会　　場受付時間対象児生年月内　　容健診日

市役所別館１３：００～１３：３０Ｈ１９年１・２月生１ 歳 ６ ヵ 月児健診８月８日

市役所別館１３：００～１３：３０Ｈ１７年８・９月生３歳児健診９月３日

－１１－�������������������

　

子
育
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
育
成
支

援
を
す
る
た
め
に
、

育
児
や
子
ど
も
に

関
す
る
基
礎
的
な
知
識
、
技
能
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

�
�
�
（
講
義
全
５
回
）

９
月　

日 （
水
） 、９
月　

日 （
水
）、

１０

２４

　

月
８
日 （
水
） 、　

月　

日 （
水
）、

１０

１０

２２

　

月
５
日 （
水
）

１１※
別
途
実
習
２
日
間

�
�
�
�
�
�

８
月　

日 （
水
） 〜
９
月
５
日 （
金
）

２７

�
�
�
�

　

月
９
日 （
日
）、　

日 （
日
）

１１

１６

午
前　

時
〜

１０

�
�
�
�

甲
種
・
乙
種
全
類
・
丙
種

�
�
�
�
�

下
田
市
か
ら
浜
松
市
ま
で　

会
場

１０

�
�
�
�

下
田
消
防
本
部
予
防
課

�
�
１
８
０
４

　

８
月　

日 （
木
） の「
県
民
の
日
」

２１

に
左
記
施
設
を
無
料
開
放
し
ま
す
。

�
�
�
�　

庭
球
場
（
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
９
時
）、温
水
プ
ー
ル

３０（
午
前　

時
〜
午
後
８
時　

分
）、弓

１０

３０

道
場
（
午
前
８
時　

分
〜
午
後
８

３０

時　

分
）

３０
※
庭
球
場
は
予
約
が
必
要
で
す
。

※
プ
ー
ル
、
弓
道
場
の
専
用
使
用

は
除
き
ま
す
。

�
�
�
�

敷
根
公
園
屋
内
温
水
プ
ー
ル

�
�
６
３
３
３

�
�
�
�
�
��
�
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☆母子手帳の交付・介護者健康相談は、市民定期健康相談日です。

　

９
月
の
「
ご
み
ひ
ろ
い
し
ま

し
ょ
！ 
」  
は
、  
指
定
場
所
清
掃
活
動

は
行
わ
ず
、 吉
佐
美
大
浜
海
岸
で
行

わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
「
ビ
ッ
グ
シ
ャ

ワ
ー 
」  内
の  「
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン 
」  の
応
援
と
な
り
ま
す
。

　

９
月
６
日 （
土
）、 正
午
か
ら
午
後

５
時
ま
で
会
場
内
に
特
設
コ
ー
ナ
ー

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�　

企
画
財
政
課

�
�
２
２
１
２

��
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�　

午
前　

時
か
ら
正
午

１０

�
�　

下
田
市
総
合
福
祉
会
館

　
　
　

２
階
教
養
娯
楽
室

�
�
�　

子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
興
味
の
あ
る
方

�
�
�　

１
、 ０
０
０
円

�
�
�
�　
　

名
程
度

３０

�
�
�
�　

８
月　

日
２９

�
�
�
�
�
�
�

下
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

下
田
市
福
祉
事
務
所

※
受
講
中
の
託
児
あ
り

�
�
�
�
�
�
�

下
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

�
�
３
２
９
４

電話番号工事店分担期間

０９０－１０９６－８１２１外岡設備工業８月１２日

２２－４８４０�エコシップ伊豆８月１３日

２７－１３００�渡辺住宅設備８月１４日

２３－３５７０ヤマト設備工業�８月１５日

２２－７２４５斉藤住設８月１６日

２２－１０８５�菊地ポンプ商会８月１７日

２２－６１１８�とみや水道工事店８月１８日～２４日

２２－２７０９斉藤設備工業�下田支社８月２５日～３１日

２２－０２２９�ときわ工事店９月１日～７日
 受付：「平日」 午後５時～翌午前８時半、 「土 ・ 日 ・ 祝日」 午前８時半～翌午前８時半

���������	
��������������������������������������
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 ※修繕費は有料です。

�
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�
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在
宅
の
ね
た
き
り
老

人
ま
た
は
、
認
知
症
老
人
の
い
る

世
帯
で
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
。

�
�
�
�　

市
民
税
非
課
税
世
帯

で
あ
っ
て
要
介
護
度
４
相
当
以
上

の
ね
た
き
り
老
人
等
を
現
に
在
宅

で
介
護
し
て
い
る
家
族

※
お
む
つ
を
使
用
す
る
方
が
非
課

税
で
も
、
介
護
し
て
い
る
ご
家
族

が
課
税
世
帯
の
場
合
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

�
�
�
�　

９
月
中
旬 （
予
定
）

�
�
�
�　

８
月　

日 （
金
）

１５

�
�
�
�
�
�
�

健
康
増
進
課
介
護
保
険
係

�
�
２
０
７
７

��������������	��������
　

道
路
は
市
民
の
皆
さ
ま
の
通
行

に
寄
与
す
る
大
切
な
公
共
用
物
で

す
。
誰
も
が
、
常
に
広
く
、
美
し

く
、
安
全
に
、
利
用
で
き
る
よ
う
、

道
路（
歩
道
や
側
溝
も
含
み
ま
す
）

で
の
工
作
物
の
設
置
や
物
を
置
く

等
の
、
歩
行
者
の
通
行
や
車
両
の

安
全
走
行
を
妨
げ
る
行
為
は
し
な

い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

��
�
�
�
�

・
道
路
上
に
は
み
だ
す
よ
う
な
建

物
等
構
造
物
は
設
置
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
道
路
上
に
看
板
及
び
の
ぼ
り
等

を
置
い
た
り
、
設
置
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
店
頭
の
商
品
等
を
は
み
だ
し
て

置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
庭
木
等
の
樹
木
が
道
路
上
に
は

み
で
な
い
よ
う
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

・
路
上
、
特
に
歩
道
上
に
車
や
自

転
車
を
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

国
・
県
道
に
関
す
る
こ
と

土
木
事
務
所
維
持
管
理
課

�
�
２
１
０
８

市
道
等
に
関
す
る
こ
と

建
設
課
土
木
管
理
係�

�
２
２
１
９

�������������������－１０－

�
�
�　

９
月　

日 （
月
） 敬
老
の
日

１５

�
�
�
�

 （
稲
梓
、 稲
生
沢
、 白
浜
地
区
の
方
）

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

５０

�
�
�
�

 （
旧
下
田
、 朝
日
、 浜
崎
地
区
の
方
）

午
後
２
時
〜
４
時　

分
２０

�
�　

市
民
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

�
�
�　
　

歳
以
上
の
方
（
昭
和

７４

　

年
４
月
２
日
以
前
の
出
生
者
）

１０

※
対
象
の
方
に
は
７
月
下
旬
に
招

待
状
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
（
予
定
）

第
１
部　

式
典
（
表
彰
、
祝
辞
等
）

第
２
部　

演
芸
公
演
（
出
演　

青

空
球
児
・
好
児
、
江
戸
屋
ま
ね
き

猫
）
お
楽
し
み
抽
選
会
（
下
田
ラ

イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
主
催
）

�
�
�
�　

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

�
�
２
２
１
６

　

一
定
の
省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た

住
宅
を
対
象
に
翌
年
度
分
の
固
定

資
産
税
を
減
額
し
ま
す
。

�
�　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
も
の

・
平
成　

年
１
月
１
日
に
存
在
し

２０

て
い
た
既
存
の
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）

・
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
平
成

２０

　

年
３
月　

日
ま
で
の
間
に
、
現

２２

３１

行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
改

�
�
�
�
�
�
�
�

　

名
古
屋
税
関
で
は
、
終
戦
後
に

外
地
よ
り
引
き
揚
げ
て
き
た
方
々

が
、
税
関
な
ど
に
預
け
た
通
貨
や

証
券
等
を
お
返
し
し
て
お
り
ま
す

が
、今
な
お
引
き
取
り
手
が
な
く
、

保
管
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　

返
還
の
申
し
出
は
、
ご
本
人
は

も
と
よ
り
ご
家
族
の
方
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。お
心
当
た
り
の
方
は
、

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

名
古
屋
税
関
監
視
許
可
通
関
部
門

�
０
５
２
―

６
５
４
―

４
０
６
０

清
水
税
関
支
署
下
田
監
視
署　

�
�
０
２
５
７

　

日
本
の
平
和
と
安
全
を
守
る
と

い
う
大
き
な
使
命
の
あ
る
仕
事
で

す
。
活
躍
の
場
を
求
め
る
意
欲
あ

る
方
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�

�
航
空
学
生

�
一
般
曹
候
補
生

�
�
�
�
�
�
�
�
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修
工
事
（
窓
の
改
修
工
事
と
併
せ

て
行
う
床
や
天
井
、
壁
の
断
熱
工

事
）
が
行
わ
れ
た
住
宅
で
あ
り
、

そ
の
工
事
費
用
の
合
計
額
が　

万
３０

円
以
上
の
も
の

�
�
�
�

・
改
修
工
事
を
行
っ
た
建
物
の
翌

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
３
分
の

１
を
減
額
（
た
だ
し
１
戸
当
た
り

１
２
０
�
相
当
分
ま
で
に
限
る
）

�
�
�
�

・
改
修
工
事
完
了
後
３
か
月
以
内

に
住
民
票
及
び
省
エ
ネ
改
修
工
事

証
明
書 
を 
添
付 
し 
て 
税
務
課 
へ 
申
請

�
�
�　

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
、
耐
震
改
修
を
行
っ
た
場
合

に
も
固
定
資
産
税
の
減
額
を
受
け

ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�　

税
務
課
資
産
税
係

�
�
２
２
１
８

�

�

�

�

�

�
２
等
陸
・
海
・
空
士

�
�
�
�　

�
は　

歳
以
上　

歳

１８

２１

未
満
で
高
卒 （
見
込
み
） の
方
、
�
・

�
は　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方

１８

２７

※
年
齢
は
平
成　

年
４
月
１
日
現
在

２１

�
�
�
�　

８
月
１
日 （
金
） 〜

　
　
　
　
　
　
　

９
月　

日 （
水
）

１０

�
�
�　

�
は
９
月　

日 （
火
）、

２３

�
は
９
月　

日 （
土
）、
�
の
男
性

２０

受
験
者
は
９
月　

日 （
日
）、
女
性

２１

受
験
者
は
９
月　

日 （
日
）

２８

�
�
�
�

自
衛
隊
伊
東
地
域
事
務
所

�
０
５
５
７
�
９
６
３
２

総
務
課
庶
務
係　

�
�
２
２
１
１

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
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�
�　

９
月　

日 （
木
）・　

日 （
金
）

１８

１９

午
前
９
時
〜
午
後
４
時　

分
３０

�
�　

市
民
文
化
会
館 （
大
会
議
室
）

�
�
�
�

８
月　

日 （
月
） 〜　

日 （
金
）

１８

２９

�
�
�
（
テ
キ
ス
ト
代
）

４
、 ０
０
０
円

�
�
�
�
�
�
�

下
田
消
防
本
部
予
防
課　

�
�
１
８
０
４

�
�
�
�
���
�
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